
 
   

 
 
 

Financial Services 
Tax News 

Financial Services Tax Group 
 

 October 2006 

  
 

私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界148カ国に13万人のスタ

ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に

おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約350人のスタッフから成る専門家集団

であり、そのうち約80名が金融部に所属して

います。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money

としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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プライスウォーターハウスクーパースとは、税理士法人プラ

イスウォーターハウスクーパース、または、プライスウォータ

ーハウスクーパースのグローバルネットワーク、ないしはそ

のメンバーファームをさしています。個々の組織は分離独立

した法的組織となっています。 

 
 

株式交換株式交換株式交換株式交換・・・・株式移転株式移転株式移転株式移転にににに関関関関するするするする税制改正税制改正税制改正税制改正    
 
 
 

平成18年度税制改正により、株式交換・株式移転（以下、株式交

換等）に関する税制改正が行われました。株式交換等に関する税

制は従来、租税特別措置法において定められておりましたが、本

税制改正によって法人税法に組み込まれた上で、合併等の他の組

織再編税制との整合性が図られました。本ニュースレターでは、株

式交換等に係る税制についてその概要をご紹介します。 
 



 
(2) 

1. 従来従来従来従来のののの税制税制税制税制のののの概要概要概要概要 

 

従来の株式交換等に関しては、①完全子会社となる法人（以下、完全子法人）の株主に株式交換等の対価

として交付する資産のうち、完全親会社となる法人（以下、完全親法人）の株式の占める割合が95％以上で

あり、かつ、②完全親法人における完全子法人株式の受入価額が完全子法人の旧株主の帳簿価額相当額

以下である場合には、完全子法人の旧株主は、完全子法人株式の譲渡損益に対して課税が繰り延べられる

とされていました。なお、完全子法人の有する資産の含み損益について、当該株式交換等が上記要件を満

たすか否かにかかわらず、いわゆる時価評価課税が適用されることはありませんでした。 

 

このように、株式交換等に対しては、その経済的効果が合併と同様であるにもかかわらず、組織再編税制と

は異なる税制が規定されており、組織再編の手法の選択に歪みが生じる恐れがあることから、今般の改正

において他の組織再編税制と整合性を有する税制に改正されました。 

 

 

2. 改正後改正後改正後改正後のののの税制税制税制税制のののの概要概要概要概要 

 

(1) 適格要件 

 

平成18年税制改正により、株式交換等についても合併等と同様に適格概念が導入されました。完全子法人

の株主に完全親法人の株式以外の資産が交付されず、かつ、以下の要件を満たす場合、その株式交換等

は税務上適格株式交換等として取り扱われます。 

 

（イ） 企業グループ内の株式交換等 

 

① 100％グループ内の株式交換等 

 

・ 株式交換の前に完全子法人と完全親法人との間に（株式移転の場合は、その前に完全子法人と

他の完全子法人との間に）同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接また

は間接に保有される関係があり、かつ、株式交換等の後に当該関係が継続することが見込まれて

いること。 

 

・ 株式移転にあっては、一の法人のみが完全子法人となる株式移転で、株式移転後に完全親法人

が完全子法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係が継続することが見込ま

れていること。 

 

② 50％超グループ内の株式交換等 

 

・ 株式交換の前に完全子法人と完全親法人との間に（株式移転の場合は、その前に完全子法人と

他の完全子法人との間に）いずれか一方の法人が他方の法人の（あるいは、同一の者によってそ

れぞれの法人の）発行済株式等の総数の 50％を超え、かつ、100％に満たない数の株式を直接ま

たは間接に保有する（あるいは、される）関係があり、かつ、株式交換等の後に、当該関係が継続

することが見込まれていること。 

 

・ 完全子法人の株式交換等の直前の従業者のうち、おおむね 80％以上が完全子法人の業務に引

き続き従事することが見込まれていること。 

 



 
(3) 

・ 完全子法人の株式交換等前に営む主要な事業が完全子法人において引き続き営まれることが見

込まれていること。 

 

（ロ） 共同事業を営むための株式交換等（上記(イ)以外の株式交換等） 

 

・ 株式交換においては完全子法人の主要な事業のいずれかと完全親法人の事業のいずれかが相

互に関連していること、株式移転においては完全子法人の主要な事業のいずれかと他の完全子法

人の事業のいずれかが相互に関連するものであること。 

 

・ 株式交換においては完全子法人と完全親法人それぞれの、株式移転においては完全子法人と他

の完全子法人それぞれの売上金額、従業者数等の事業規模の割合がおおむね 5 倍を超えないこ

と、または、株式交換等前の完全子法人の特定役員（社長、副社長、代表取締役、代表執行役、

専務取締役または常務取締役またはこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者）のいずれ

かが株式交換等に伴って退任するものでないこと。 

 

・ 完全子法人の株式交換等の直前の従業者のうち、おおむね 80％以上が完全子法人の業務に引

き続き従事することが見込まれていること。 

 

・ 完全子法人の株式交換等前に営む主要な事業（株式交換の場合は完全親法人のいずれかの事

業と、株式移転の場合は他の完全子法人のいずれかの事業と関連する事業に限る。）が完全子法

人において引き続き営まれることが見込まれていること。 

 

・ 株式交換等の直前の完全子法人の株主でその株式交換等により交付を受ける完全親法人の株式

の全部を継続して保有することが見込まれる者が有する完全子法人の株式の数を合計した数が完

全子法人の発行済株式等の総数の80%以上であること。（完全子法人の株主数が50人以上の場

合、本要件は適格要件とならない。） 

 

・ 株式交換等の後に、完全親法人が完全子法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有

する関係が継続することが見込まれていること。 

 

(2) 完全子法人における課税関係 

 

完全子法人の有する資産の含み損益に対する課税上の取扱いについては、その株式交換等が適格要件に

該当するものである場合には完全子法人が有する資産の含み損益を計上せず、適格要件に該当しないもの

である場合には完全子法人の有する資産の含み損益を計上するものとされました。 

 

(3) 完全親法人の完全子法人株式の取得価額 

 

完全親法人における完全子法人の株式の取得価額は、適格株式交換等の場合は完全子法人株主の旧帳

簿価額の合計額（株主50人以上の場合には、完全子法人の簿価純資産価額）と、適格株式交換等に該当し

ない株式交換等の場合は時価とされました。 

 

(4) 完全子法人株主の旧株の譲渡損益の取扱い 

 

完全子法人の株主に対する課税は、完全親法人株式以外の資産の交付を受けなかった場合には、完全子

法人株式の帳簿価額による譲渡を行ったものとして譲渡損益の計上を繰り延べ、完全親法人株式以外の資

産（現金等）の交付を受けた場合には、原則どおりその譲渡損益の計上を行うこととされました。なお、株式

交換等が適格要件に該当しない場合であっても、完全子法人から株主への資産の交付がないことから、合



 
(4) 

併等の場合とは異なりみなし配当課税は行わないこととされています。 

 

 

3. 適用時期適用時期適用時期適用時期 

 

上記株式交換等に係る改正税制は、平成18年10月1日以降に行われる株式交換等について適用されます。 
 
 

なお、本文章は一般的な税務上の取扱いを記載しておりますので、株式交換等に関連した個別案件に関し

ましては税務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。 

 

 

 

よりよりよりより詳詳詳詳しいしいしいしい情報情報情報情報につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては下記担当者下記担当者下記担当者下記担当者にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。 
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